
質問回答書 

 

業務名：京丹後市ＳＤＧｓ特設サイト構築・運営業務委託 

（令和 4年 9月 9日回答） 

番

号 
書類名 項目 質問内容 回答 

1 仕様書 

5.業務概要

(1)ホームペ

ージの企画・

設計・構築及

びデザイン 

特に掲載したいという

情報（ページ）は無い

という認識でよいか。

もしあればコンテンツ

リストをいただきた

い。 

仕様書の 5.業務概要に「サイト

に必要な機能」について追記し

ました。 

2 仕様書 

5.業務概要 

(2)取材、写

真撮影、取材

先との調整、

記事作成 

取材先候補の選定は、

京丹後市様が実施する

想定でよろしいでしょ

うか。 

取材先候補の選定は、本市で実

施します。 

3 仕様書 

5.業務概要

(2)取材、写

真撮影、取材

先との調整、

記事作成 

取材、写真撮影、取材

先との調整を受託業者

が行うと記載されてい

ますが、取材先は貴市

からご紹介いただき、

その後受託業者が調整

を行うという認識でよ

ろしいでしょうか。 

取材先候補の選定は、本市で実

施し、受託者に紹介します。そ

の後の調整は受託者が実施しま

す。 

4 仕様書 

5.業務概要

(5)その他サ

イト構築に

必要な作業 

サーバーはレンタルサ

ーバーでよいか。ドメ

インは指定のものがあ

る場合はご教示いただ

きたい。 

お見込みの通りです。ドメイン

の指定はありません。 

5 仕様書 

5.業務概要

(5) その他

サイト構築

に必要な作

指定サーバーがある場

合は、サーバースペッ

ク詳細。また外部 IP

からサーバーへの接続

指定サーバーはありません。 



業 にて遠隔地からの接

続・ファイルのアップ

ロードが可能かをご教

示ください。 

6 仕様書 14.著作権 

本提案では弊社のパッ

ケージシステムを京丹

後市様用に設定して提

供することをご提案し

ます。そのため、パッ

ケージシステムで設定

をしたサイトを成果物

とする場合には、所有

権、著作権等の権利の

譲渡ではなく、利用許

諾という形での契約を

させていただきたいと

考えておりますが、可

能でしょうか。 

利用許諾の形で契約することは

可能です。また、仕様書に掲載

の成果物が著作権に係る理由で

提出が難しい場合は、契約時に

協議し、提出する成果物を決定

します。 

7 仕様書 14.著作権 

取材先以外の使用画像

について、貴市から画

像を提供いただくこと

は可能でしょうか。 

取材先以外の使用画像は、提供

可能です。 

以上 
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